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在ブラジル日本国大使館

最近のブラジル情勢及び税制改革の進捗について



１．最近のブラジル情勢（内政・外交・経済）

３．税制改革の進捗

アジェンダ

２．政党勢力の分布



１．最近のブラジル情勢
１．内政・外交・経済
 国際法遵守、マルチ・国連重視、等距離外交、相互主義など、ブラジル外交の伝統路線に回帰。南米統合やアフリカとの関係

強化を優先課題と位置付ける一方、前政権下で関係が悪化した中・露や欧州との関係再構築を進めつつ、米国とも関係強化。

 ウクライナ情勢や環境問題・気候変動への対応等、国際課題に積極的に関与する姿勢を示し、ブラジルの「国際社会への復
帰」を強くアピール。特に途上国の声を反映させるため、グローバス・サウスを代表する国として、グローバル・ガバナンスの改
革が必要との立場。安保理改革では、Ｇ４メンバー及び本年の安保理非常任理事国として日本と協力。

 環境・気候変動対策の強化を通じたグリーン経済移行・ＧＸや、貿易投資・科学技術・デジタル協力やイノベーションを通じた
「新工業化」を重視。対日関係を含む二国間関係においても、これらの分野における協力を重視。

 ８月１１日、伯政府は「新たな成長加速プログラム（Novo PAC）」を発表。官民併せた投資プログラム（約1.7兆レアル、内連邦政
府支出3,710億レアル）と投資関連措置からなる。投資促進により経済成長、社会的包摂、雇用創出、社会的不平等の是正を
国全体で目指し、9本柱（デジタル、保健、教育、社会インフラ、持続可能な都市化、水資源、輸送、エネルギー転換、防衛）から構成。

 ８月２２日、議会は新たな財政枠組(Arcabouço Fiscal)を承認（大統領の署名を以て発効）。インフレ率を歳出上限とする従来
のルールに代わり、直近のインフレ率に加え、歳入の増加率も考慮して算出するものとなる（但し、増加率には一定の範囲が
設定）。市場は概ね好意的な受け止め。

来年のG20議長国（2023年12月～）。首脳会合は１１月にリオで開催予定（閣僚会合他は未公表）。ルーラ大統領が本年５月の
Ｇ７広島サミットに出席（伯首脳のG7出席は１４年ぶり）。日伯首脳会談では、来年伯議長国下のＧ２０に向けた連携を確認。

政権発足時より2030年までの森林伐採ゼロにコミット。アマゾン基金を再始動。8月にベレンでアマゾン・サミットを開催し、アマゾ
ン条約機構加盟8カ国に加え、アフリカやアジアの熱帯雨林を擁する国を招き連携を強化。2025年にベレンでCOP30を主催予定。

 5月に南米諸国首脳会議を主催。南米統合のロードマップ策定に作業を主導（閣僚級ＷＧ）。7月のEU・CELAC首脳会合への参加
を含め、地域統合に重点を置くとともに、EU・ﾒﾙｺｽｰﾙFTAの進展にも意欲。

ロシアによるウクライナ侵略を国際法違反として非難（ＢＲＩＣＳで唯一国連決議に賛成票）しつつも、対話による解決を重視し、
和平仲介構想（いわゆる「平和クラブ」）を各国首脳に呼びかけ（具体化には至っていない）。最側近であるアモリン首席補佐官
（元外相）をロシア及びウクライナ両国に派遣。

 8月、BRICS首脳会合のマージンにて、BRICSの役割や南南協力の重要性を説くとともに、国連常任理事国入りに改めて意欲。 1

２．国際課題への積極的な関与
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PSOL PT Rede PC do B
PSB PV PDT Solidariedade
Avante Cidad. PSD MDB
PSDB Pode. Republicanos（共和党） PP
UniãoBrasil Patriota PL（自由党） その他

２．政党勢力の分布（連邦上・下院）
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法案承認に必要な賛成票（41）

PECに必要な賛成票（49）

法案承認に必要な賛成票（257）

PECに必要な賛成票（308）
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野党(12)中道(27)

 連立与党は両院において、憲法修正（PEC）案を通すために必要な議席（全議席の５分の３）を有しておらず、安定的な基盤
確保に向け議会対策を継続中。

 直近で予定される内閣改造により中道（Uniao Brasil、Republicanos、PP）取り込みの加速を図ると見られる。



３．税制改革の進捗
１ 税制改革の方向性
・ 税制改革を最優先に進める。透明性が高く、公平で簡便な税制を追求。
・ まずは「消費に関する税」の改革に着手し、次に「所得に関する税」の改革を行う。

２ 消費に関する税改革の進捗
・ ７月７日下院にて可決、現在は上院にて議論中。
＊憲法修正にあたる為議員の５分の３以上（下院では３０８票以上）の賛成が必要なところ、１度目の採決では３８３票、２度目は３７５票の賛成で可決。

■下院可決案の主な内容
ア）２つの付加価値税（VAT)の創設
・連邦税のPIS/Cofins（社会統合基金/社会保険融資負担金）、IPI（工業製品税）を統合しCBS（財サービス負担金）を創設。
・州税のICMS(商品流通サービス税）と、市税のISS（サービス税）を統合しIBS(財サービス税）を創設。
→上記に伴い、これまでICMS等により生じていた、税務当局からの還付を前提とする税務クレジットが発生し
ないと考えられる。（なお、税率については、爾後、補完法で規定（財務省試算では最大で２７％見込み））。

イ）連邦政府財源による基金の創設
・地域開発基金を創設。２０２９年の８０億レアルから開始し、２０３３年までに４００億レアルとなる見通し。
・税制優遇補填基金を創設。既存の税制優遇を受けている企業の損失補填を目的とし、 ２０２５年の８０億レア
ルから開始し、２０２８年までに３２０億レアルとなり、その後減額されていく見通し。
・アマゾナス州での経済活動の発展を促進するための基金を創設（詳細は今後規定される見込み）。

ウ）移行期間
・２０２６年のCBSの部分的導入（２７年から全面導入）、２０２９年のIBSの部分的導入を経て、２０３３年には新た
な付加価値税が全面導入される。
・新たな税制に伴う、州・市等における税収額の変化に対しては、２０２９～７８年の５０年間かけて調整。
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３．税制改革の進捗
３ 大使館の取組み

会員の皆様へのアンケート（３月と８月（下院での法案可決と上院での議論開始後）に実施）を基にした
商工会議所の提言書を政府・議会要人に説明し、理解と賛同を獲得。

アダッジ財務大臣
（５月２日）

アピ財務省税制改革特命次官
（５月１１日）

ロペス下院議員・下院税制改革WG
リーダー（４月５日）

日系企業が抱える税務上の課題及び見直しに関する提言書

面談先（一例）
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パシェコ上院議長
（８月１１日）
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